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（趣旨）
第1条 この要綱は、釧路市の各地域において、スポーツ、レクリエーション事業を実施
することで地域住民の親睦を深め、交流を促進するとともに、スポーツの普及振興と健
康の増進を図ることを目的とする。

（補助対象団体）
第2条 この要綱による補助金の交付の対象は、別表に掲げる釧路市内の各地域において
スポーツ、レクリエーション事業を実施する団体及び北海道スポーツ協会に登録されている総合型地域スポーツクラブとする。
[bookmark: _Hlk39760498]
（補助金の額）
第3条 補助金の額は、３万円を限度とする。

（補助対象経費）
第4条 この補助金の補助対象経費は、次に定めるとおりとする。ただし、領収書等により
その支出を明確にできるものに限る。
（１）諸謝金（事業に係る講師謝金・指導者謝金）
（２）消耗品費（事務用品、事業に係る金券・商品券を除く参加賞）
（３）役務費（通信運搬費、事業に係る保険料）
（４）使用料及び賃借料（会場使用料、事業に係るスポーツ用具の借上料）
（５）備品費（活動に必要なスポーツ用具）

（交付申請）
第5条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、この要綱に定め
[bookmark: _Hlk222411300]る条項の適用を受けることに同意したうえで、補助金交付申請書（様式第１号。以下「申
請書」という。）に次の各号に掲げる関係書類を添えて教育委員会に提出しなければなら
ない。ただし、前年度に補助金の交付を受けていない申請者は、第３号及び第４号の提出
を省略することができる。
（１）事業計画書
（２）事業予算書
（３）収支決算書（前年度）
（４）事業実績報告書（前年度）
（５）団体規約および役員名簿

（交付決定及び通知）
第6条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し
補助金の交付の可否を決定するものとする。
[bookmark: _Hlk39067133]２　教育委員会は、前項の規定により補助金を交付すべきと認めたときは、交付決定通知書（様式第２号）を申請者に通知するものとする。
３　教育委員会は、第１項の規定により補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対して、その旨を通知するものとする。

（交付の請求）
第７条　申請者は、前条の規定により交付の決定を受けた後において補助金の交付を受けようとするときは、請求書を教育委員会に提出しなければならない。

（補助事業の変更等）
第８条　第６条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者が、補助対象経費の額又は事業の内容等を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。
２　教育委員会は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該事業内
容変更について適当と認めたときは、変更交付決定通知書（様式第４号）を申請者に通知
するものとする。

（実績報告）
第９条　申請者は、事業終了後１カ月以内までに補助金実績報告書（様式第５号）に次の各
号に定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条第２項の
規定により変更後に補助金の交付を受けなくなったときは、提出を省略することができ
る。
（１）事業実績報告書
（２）収支決算書及び補助対象経費報告書
（３）監査報告書
（４）領収書又は購入の事実を証する書類

（額の確定）
第１０条　前条の規定による書類の提出があった場合においては、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知する。ただし、補助金の交付決定額と確定額が同額の場合にあっては、この通知を省略することができる。

（交付決定の取消し）
第１１条　教育委員会は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は補助金の交付が不適当と認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（補助金の返還）
[bookmark: _Hlk222416962]第１２条　教育委員会は、第１０条の規定により補助金の額を確定した場合において、精算により生じた過払い額について申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
２　教育委員会は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、申請者に対し、
期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（関係書類の整備）
第１３条　申請者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計
年度の翌会計年度から起算して５年間保管しなければならない。
２　申請者は、教育委員会から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなけれ
ばならない。

（その他）
第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附　則
この要綱は、令和８年３月１０日から施行する。
















別表（第２条関係）
	釧路市地域スポーツ推進協議会
	釧路市総合型地域スポーツクラブ
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	・共栄スポーツクラブ
	

	・芦野地区スポーツ推進協議会
	

	・鳥取東部地区体力づくり推進協議会
	

	・新陽地区体力づくり推進協議会
	



